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阪和自動車道 岸和田本線料金所（上り線：大阪方向）ならびに堺本線料金所（下り線：和

歌山方向）が廃止され、ノンストップ通行ができることになります。これにより、本線を通行

する車両の停止回数が削減され、利便性が大幅に向上することが期待されます。また堺泉北有

料道路にＥＴＣが導入されますのでお知らせします。 

これに伴い阪和自動車道及び堺泉北有料道路の近隣インターチェンジにおいて、新たに料金

のお支払い、通行券の受け取りが発生します。なお、通行料金のお支払い場所が変更になりま

すが、ご利用料金の変更はございません。 

 

 

１．供用開始日時 

 

平成１８年 ２月 ８日（水） 午前０時００分～ 堺本線料金所（下り線：和歌山方向） 

     （荒天順延）      午前２時００分～ 岸和田本線料金所（上り線：大阪方向） 

 

 

２．通行料金お支払い場所の変更箇所 

  通行料金のお支払い場所が変更となる箇所は次のとおりです。 

 

 ○阪和自動車道 

①堺本線料金所（大阪府堺市深井畑山町） 

②堺インターチェンジ（大阪府堺市小代） 

③岸和田和泉インターチェンジ（大阪府和泉市唐国町） 

④岸和田本線料金所（大阪府岸和田市積川町） 

 

 ○堺泉北有料道路 

⑤平井本線料金所（大阪府堺市平井） 

⑥平井インターチェンジ（大阪府堺市平井） 

⑦太平寺インターチェンジ（大阪府堺市草部） 

⑧菱木料金所（大阪府堺市菱木２丁） 

 

阪和道本線料金所 ノンストップ通行開始 
岸和田本線料金所（上り線）及び堺本線料金所（下り線） 

【また堺泉北有料道路にＥＴＣが導入されます】 



３．通行料金お支払い場所の変更概要 

・阪和自動車道は、松原市から堺市、和泉市、岸和田市を経由し和歌山県海南市に至る延長 

７２．９Ｋｍの高規格幹線道路で、平成５年９月に全線開通しています。 

・通行料金お支払い場所の変更概要は次のとおりです。 

 

 ○阪和自動車道 

  ①堺本線料金所 

    上り線：通行料金をお支払い下さい。 

    下り線：料金所が廃止されますので、そのまま通過して下さい。 

  ②堺インターチェンジ 

    上り線入口：料金所が新たに設置されますので、通行券をお受け取り下さい。 

    下り線入口：料金所が廃止されますので、そのまま通過して下さい。 

       出口：料金所が新たに設置されますので、通行料金をお支払い下さい。 

  ③岸和田和泉インターチェンジ 

   上り線入口：料金所が新たに設置されますので、通行券をお受け取り下さい。 

       出口：料金所が新たに設置されますので、通行料金をお支払い下さい。 

    下り線入口：料金所が新たに設置されますので、通行券をお受け取り下さい。 

       出口：料金所が新たに設置されますので、通行料金をお支払い下さい。 

  ④岸和田本線料金所 

    上り線：料金所が廃止されますので、そのまま通過して下さい。 

        （ただし、当面料金所ブースが残りますが、安全速度でそのままお通り下さい。） 

    下り線：通行券の受け取りに加え、新たに通行料金をお支払い下さい。 

  

○堺泉北有料道路 

  ⑤平井本線料金所 

    西向き：料金所が新たに設置されますので、料金をお支払い下さい。 

       （阪和自動車道の均一料金と堺泉北有料道路の通行料金を同時にお支払い下さい） 

        ＥＴＣノンストップ通行ができます。 

  ⑥平井インターチェンジ 

    西向き：料金所が新たに設置されますので、料金をお支払い下さい。 

        ＥＴＣカードがご利用できます（ＥＴＣノンストップ通行はできません）。 

  ⑦太平寺インターチェンジ 

    西向き：料金所が新たに設置されますので、料金をお支払い下さい。 

        ＥＴＣノンストップ通行ができます。 

  ⑧菱木料金所 

    東向き：堺泉北有料道路の料金のお支払いとともに、阪和自動車道吹田方面への入口証明券を

お受け取り下さい。 

ＥＴＣノンストップ通行ができます。 

    西向き：料金所が廃止されますのでそのまま通過して下さい。 

（ただし、当面料金所ブースが残りますが、安全速度でそのままお通り下さい。） 



４．完成の効果 

１）通行料金お支払い場所の変更により、阪和自動車道本線を通過する車両のうち、年間約７００万台

以上の車両の停車回数が１回削減されます。 

２）本線料金所がノンストップ化若しくはレーン増設されることにより、年間１００回に及ぶ本線料金

所における渋滞が解消され、利便性が大幅に向上することが期待されます。 

３）本線料金所がノンストップ化されることにより、排ガス、騒音、走行経費が軽減され環境面での効

果も期待されます。 

４）堺泉北有料道路へのＥＴＣ導入により、料金所の渋滞緩和が期待されます。 

 

５．通行料金 

１）通行料金の変更はありません。 

２）本線料金所の廃止に伴い、ＥＴＣ時間帯割引の時間要件の適否を判定する料金所が変更になります

ので、ご注意ください。 

 

６．その他 

  阪和自動車道岸和田本線料金所（上り線）、堺泉北有料道路菱木料金所（西行き）では、当面料金所ブ

ースが残りますが、安全速度でそのままお通り下さい。 
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詳 細 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回完成箇所 

今回完成箇所 

堺泉北 
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